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○さいたま市特定非営利活動促進法施行細則 

平成24年３月５日 

規則第９号 

目次 

第１章 総則（第１条） 

第２章 特定非営利活動法人（第２条―第17条） 

第３章 認定特定非営利活動法人及び特例認定特定非営利活動法人（第18条―第28条） 

第４章 補則（第29条―第39条） 

附則 

第１章 総則 

（趣旨） 

第１条 この規則は、特定非営利活動促進法（平成10年法律第７号。以下「法」という。）

の施行に関し、特定非営利活動促進法施行令（平成23年政令第319号）、特定非営利活動

促進法施行規則（平成23年内閣府令第55号）及びさいたま市特定非営利活動促進法施行

条例（平成23年さいたま市条例第52号。以下「条例」という。）に定めるもののほか、

必要な事項を定めるものとする。 

第２章 特定非営利活動法人 

（設立の認証申請） 

第２条 条例第２条第１項の申請書は、設立認証申請書（様式第１号）とする。 

２ 前項の申請書に添付する法第10条第１項各号に掲げる書類のうち、同項第１号、第２

号イ、第５号、第７号及び第８号に掲げる書類には、それぞれ副本１通を添えるものとす

る。 

（設立の認証通知等） 

第３条 市長は、法第12条第１項の規定による設立の認証を決定したときは、特定非営利

活動法人設立認証通知書（様式第２号）により、当該申請をした者にその旨を通知するも

のとする。 

２ 市長は、法第12条第１項の規定による設立の不認証を決定したときは、特定非営利活

動法人設立不認証通知書（様式第３号）により、当該申請をした者にその旨及びその理由

を通知するものとする。 

（設立登記の届出） 

第４条 法第13条第２項の規定による届出は、（設立、合併）登記完了届出書（様式第４
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号）を市長に提出して行わなければならない。 

２ 前項の届出書に添付する法第13条第２項の登記事項証明書にはその写し１通を、法第

14条の財産目録には副本１通を、それぞれ添えるものとする。 

（役員の変更等の届出） 

第５条 法第23条第１項の規定による届出は、役員の変更等届出書（様式第５号）を市長

に提出して行わなければならない。 

２ 前項の届出書に添付する書類のうち、変更後の役員名簿には副本１通を添えるものとす

る。 

（定款の変更の認証申請） 

第６条 条例第４条の申請書は、定款変更認証申請書（様式第６号）とする。 

２ 前項の申請書に添付する書類のうち、法第25条第４項の規定により添付する変更後の

定款、当該定款の変更の日の属する事業年度及び翌事業年度の事業計画書及び活動予算書

並びに法第26条第２項の規定により添付する法第10条第１項第２号イに掲げる書類には、

それぞれ副本１通を添えるものとする。 

（定款の変更の認証通知等） 

第７条 市長は、法第25条第５項において準用する法第12条第１項の規定による定款の変

更の認証を決定したときは、定款変更認証通知書（様式第７号）により、当該申請をした

者にその旨を通知するものとする。 

２ 市長は、法第25条第５項において準用する法第12条第１項の規定による定款の変更の

不認証を決定したときは、定款変更不認証通知書（様式第８号）により、当該申請をした

者にその旨及びその理由を通知するものとする。 

（定款の変更の届出） 

第８条 条例第５条の届出書は、定款変更届出書（様式第９号）とする。 

２ 前項の届出書に添付する書類のうち、変更後の定款には副本１通を添えるものとする。 

（定款の変更に係る登記事項証明書の提出） 

第９条 法第25条第７項の規定による登記事項証明書の提出は、定款の変更の登記完了提

出書（様式第10号）を市長に提出して行わなければならない。 

２ 法第25条第７項の規定により提出する登記事項証明書にはその写し１通を添えるもの

とする。 

（事業報告書等の提出） 

第10条 法第29条の規定による書類の提出は、事業報告書等提出書（様式第11号）を市長
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に提出して行わなければならない。 

２ 法第29条の規定により提出する事業報告書等には、それぞれ副本１通を添えるものと

する。 

（事業の成功の不能による解散の認定申請等） 

第11条 法第31条第２項の認定を受けようとするときは、同条第３項に規定する書面を添

付した解散認定申請書（様式第12号）を市長に提出しなければならない。 

２ 市長は、法第31条第２項の規定により解散の認定をしたときは解散認定通知書（様式

第13号）により、認定をしないときは解散不認定通知書（様式第14号）により当該申請

をした者に通知するものとする。 

（解散の届出等） 

第12条 法第31条第４項の規定による届出は、解散及び清算人の登記をしたことを証する

登記事項証明書を添付した解散届出書（様式第15号）を市長に提出して行わなければな

らない。 

２ 法第31条の８の規定による届出は、当該清算人の登記をしたことを証する登記事項証

明書を添付した清算人就任届出書（様式第16号）を市長に提出して行わなければならな

い。 

（残余財産の譲渡の認証申請等） 

第13条 清算人は、法第32条第２項の認証を受けようとするときは、残余財産譲渡認証申

請書（様式第17号）を市長に提出しなければならない。 

２ 市長は、法第32条第２項の規定により残余財産の譲渡の認証をしたときは残余財産譲

渡認証通知書（様式第18号）により、認証をしないときは残余財産譲渡不認証通知書（様

式第19号）により、当該申請をした者に通知するものとする。 

（清算結了の届出） 

第14条 法第32条の３の規定による届出は、清算結了の登記をしたことを証する登記事項

証明書を添付した清算結了届出書（様式第20号）を市長に提出して行わなければならな

い。 

（合併の認証申請） 

第15条 条例第８条第１項の申請書は、合併認証申請書（様式第21号）とする。 

２ 前項の申請書に添付する法第34条第５項において準用する法第10条第１項各号に掲げ

る書類のうち、同項第１号、第２号イ、第５号、第７号及び第８号に掲げる書類には、そ

れぞれ副本１通を添えるものとする。 
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（合併の認証通知等） 

第16条 市長は、法第34条第５項において準用する法第12条第１項の規定による合併の認

証を決定したときは、合併認証通知書（様式第22号）により、当該申請をした者にその

旨を通知するものとする。 

２ 市長は、法第34条第５項において準用する法第12条第１項の規定による合併の不認証

を決定したときは、合併不認証通知書（様式第23号）により、当該申請をした者にその

旨及びその理由を通知するものとする。 

（合併登記の届出） 

第17条 法第39条第２項において準用する法第13条第２項の規定による登記の届出は、

（設立、合併）登記完了届出書を市長に提出して行わなければならない。 

２ 前項の届出書に添付する法第13条第２項の登記事項証明書にはその写し１通を、法第

14条の財産目録には副本１通を、それぞれ添えるものとする。 

第３章 認定特定非営利活動法人及び特例認定特定非営利活動法人 

（改称〔平成29年規則52号〕） 

（認定等の申請） 

第18条 条例第９条第１項の申請書は、認定特定非営利活動法人としての認定を受けるた

めの申請書（様式第24号）とする。 

２ 条例第９条第２項において準用する同条第１項に規定する申請書は、認定特定非営利活

動法人の認定の有効期間の更新の申請書（様式第25号）とする。 

３ 前２項の申請書に添付する書類のうち、法第44条第２項第２号及び第３号の書類には、

それぞれ副本１通を添えるものとする。 

４ 第１項及び第２項の申請書には、法第44条第２項各号に掲げる書類のほか、滞納処分

に係る国税及び地方税の納税証明書その他の過去３年間において滞納処分を受けたこと

がないことを証明するものを添付するものとする。 

（認定等の通知） 

第19条 市長は、法第44条第１項の規定による認定をしたときは、認定特定非営利活動法

人として認定する旨の通知書（様式第26号）により、当該申請をした特定非営利活動法

人にその旨を通知するものとする。 

２ 市長は、法第44条第１項の規定による認定をしないことを決定したときは、認定特定

非営利活動法人として認定しない旨の通知書（様式第27号）により、当該申請をした特

定非営利活動法人にその旨及びその理由を通知するものとする。 
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（認定の有効期間の更新通知等） 

第20条 市長は、法第51条第２項の規定による認定の有効期間の更新をしたときは、認定

特定非営利活動法人の認定の有効期間を更新する旨の通知書（様式第28号）により、当

該申請をした認定特定非営利活動法人にその旨を通知するものとする。 

２ 市長は、法第51条第２項の規定による認定の有効期間の更新をしないことを決定した

ときは、認定特定非営利活動法人の認定の有効期間を更新しない旨の通知書（様式第29

号）により、当該申請をした認定特定非営利活動法人にその旨及びその理由を通知するも

のとする。 

（代表者の氏名の変更の届出） 

第21条 法第53条第１項（法第62条において準用する場合を含む。）の規定による届出は、

（認定、特例認定）特定非営利活動法人の代表者変更届出書（様式第30号）を市長に提

出して行わなければならない。 

（一部改正〔平成29年規則52号〕） 

（役員報酬規程等の提出） 

第22条 法第55条第１項（法第62条において準用する場合を含む。次項において同じ。）

の規定による法第54条第２項第２号から第４号までの書類の提出は、（認定、特例認定）

特定非営利活動法人の役員報酬規程等提出書（様式第31号）を市長に提出して行わなけ

ればならない。 

２ 法第55条第１項の規定により提出する法第54条第２項第２号から第４号までの書類に

は、それぞれ副本１通を添えるものとする。 

３ 法第55条第２項（法第62条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。）

の規定による法第54条第３項の書類の提出は、（認定、特例認定）特定非営利活動法人

が助成金の支給を行った場合の実績の提出書（様式第32号）を市長に提出して行わなけ

ればならない。 

４ 法第55条第２項の規定により提出する法第54条第３項の書類には副本１通を添えるも

のとする。 

（一部改正〔平成29年規則52号・令和元年16号〕） 

（特例認定の申請） 

第23条 条例第12条第１項において準用する条例第９条第１項の特例認定を受けようとす

るときの申請書は、特例認定特定非営利活動法人としての特例認定を受けるための申請書

（様式第33号）とする。 
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２ 前項の申請書に添付する法第44条第２項第２号及び第３号の書類には、それぞれ副本

１通を添えるものとする。 

３ 第18条第４項の規定は、第１項の申請書について準用する。 

（一部改正〔平成29年規則52号〕） 

（特例認定等の通知） 

第24条 市長は、法第58条第１項の規定による特例認定をしたときは、特例認定特定非営

利活動法人として特例認定する旨の通知書（様式第34号）により、当該申請をした特定

非営利活動法人にその旨を通知するものとする。 

２ 市長は、法第58条第１項の規定による特例認定をしないことを決定したときは、特例

認定特定非営利活動法人として特例認定しない旨の通知書（様式第35号）により、当該

申請をした特定非営利活動法人にその旨及びその理由を通知するものとする。 

（一部改正〔平成29年規則52号〕） 

（合併の認定申請） 

第25条 条例第13条の規定により条例第８条第１項の申請書と併せて提出する申請書は、

特定非営利活動促進法第63条第１項又は第２項の合併の認定を受けるための申請書（様

式第36号）とする。 

２ 法第63条第５項において準用する法第44条第２項の規定により前項の申請書に添付す

る書類のうち、同項第２号及び第３号に掲げる書類には、それぞれ副本１通を添えるもの

とする。 

（一部改正〔平成29年規則52号〕） 

（合併の認定通知等） 

第26条 市長は、法第63条第１項の規定による合併の認定をしたときは、特定非営利活動

促進法第63条第１項の合併の認定をする旨の通知書（様式第37号）により、当該申請を

した特定非営利活動法人にその旨を通知するものとする。 

２ 市長は、法第63条第１項の規定による合併の認定をしないことを決定したときは、特

定非営利活動促進法第63条第１項の合併の認定をしない旨の通知書（様式第38号）によ

り、当該申請をした特定非営利活動法人にその旨及びその理由を通知するものとする。 

３ 市長は、法第63条第２項の規定による合併の認定をしたときは、特定非営利活動促進

法第63条第２項の合併の認定をする旨の通知書（様式第39号）により、当該申請をした

特定非営利活動法人にその旨を通知するものとする。 

４ 市長は、法第63条第２項の規定による合併の認定をしないことを決定したときは、特
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定非営利活動促進法第63条第２項の合併の認定をしない旨の通知書（様式第40号）によ

り、当該申請をした特定非営利活動法人にその旨及びその理由を通知するものとする。 

（一部改正〔平成29年規則52号〕） 

（認定等の取消申請） 

第27条 法第67条第１項第４号の規定による認定の取消し又は同条第３項において準用す

る同条第１項第４号の規定による特例認定の取消しの申請は、（認定、特例認定）特定非

営利活動法人としての（認定、特例認定）の取消申請書（様式第41号）を市長に提出し

て行わなければならない。 

（一部改正〔平成29年規則52号〕） 

（認定等の取消通知） 

第28条 市長は、法第67条第１項又は第２項の規定による認定の取消し又は同条第３項に

おいて準用する同条第１項又は第２項の規定による特例認定の取消しをしたときは、（認

定、特例認定）特定非営利活動法人としての（認定、特例認定）の取消通知書（様式第

42号）により、当該特定非営利活動法人にその旨及びその理由を通知するものとする。 

（一部改正〔平成29年規則52号〕） 

第４章 補則 

（公表等の方法） 

第29条 法第10条第２項の規定によるインターネットの利用その他の内閣府令で定める方

法による公表並びに法第49条第２項（法第51条第５項、法第62条（法第63条第５項にお

いて準用する場合を含む。）、法第63条第５項及び法第67条第４項において準用する場

合を含む。）、法第53条第２項及び法第57条第２項（これらの規定を法第62条において

準用する場合を含む。）並びに法第65条第６項（法第66条第２項において準用する場合

を含む。）の規定による公示は、本市のホームページに掲載して行うものとする。 

（一部改正〔平成29年規則52号・令和３年60号〕） 

（縦覧等の場所等） 

第30条 法第10条第２項に規定する縦覧に供する場所は、市民局市民生活部市民協働推進

課内とする。 

２ 縦覧に供する日時は、さいたま市の休日を定める条例（平成13年さいたま市条例第２

号）第１条第１項に規定する市の休日を除く日の午前８時30分から午後５時15分までと

する。 

３ 市長は、縦覧に供する書類の整理その他必要がある場合は、縦覧時間を変更し、又は臨
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時に縦覧に供しない日を設けるものとし、あらかじめ、その旨を縦覧の場所に掲示するも

のとする。 

４ 縦覧に供する書類は、市長の許可なく、縦覧に供する場所以外に持ち出してはならない。 

５ 縦覧に供する書類は、丁重に取り扱い、破損、汚損、加筆等の行為をしてはならない。 

６ 前各項の規定は、法第30条及び法第56条（法第62条において準用する場合を含む。）

の規定による閲覧及び謄写について準用する。 

（一部改正〔平成27年規則40号〕） 

（縦覧期間中の補正） 

第31条 法第10条第４項（法第25条第５項及び第34条第５項において準用する場合を含

む。）の規定による補正を行うときは、補正後の法第10条第１項の規定により提出され

た申請書又は同項各号に掲げる書類を添付した補正書（様式第43号）を市長に提出して

行わなければならない。 

２ 前項の補正書に添付する補正後の法第10条第１項各号に掲げる書類のうち、同項第１

号、第２号イ、第５号、第７号及び第８号に掲げる書類には、それぞれ副本１通を添える

ものとする。 

（一部改正〔平成29年規則52号・令和３年60号〕） 

（身分証明書） 

第32条 法第41条第３項（法第64条第７項において準用する場合を含む。）の身分を示す

証明書は、身分証明書（様式第44号）とする。 

（一部改正〔平成29年規則52号〕） 

（特定非営利活動法人等が行う電子情報処理組織による申請等の方法） 

第33条 条例第14条の規則で定める電子情報処理組織は、市長の使用に係る電子計算機と

条例第２条第１項に規定する者又は特定非営利活動法人（以下この条において「特定非営

利活動法人等」という。）の使用に係る電子計算機であって当該市長の使用に係る電子計

算機と電気通信回線を通じて接続でき、正常に通信できる機能を備えたものとを電気通信

回線で接続した電子情報処理組織とする。 

２ 条例第14条の規則で定める方法は、次に掲げる事項を特定非営利活動法人等の使用に

係る電子計算機から入力する方法とする。 

(1) 電子情報処理組織を使用して申請等を行う場合において従うこととされている様式

であって、市長の使用に係る電子計算機に備えられたファイルから入手可能なものに記

録すべき事項（次号に掲げる事項を除く。） 
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(2) 当該申請等を行うときに法令等の規定に基づき添付すべきとされている書面等又は

電磁的記録に記載され若しくは記録されている事項又は記載すべき若しくは記録すべ

き事項 

３ 特定非営利活動法人等は、識別符号及び暗証符号を特定非営利活動法人等の使用に係る

電子計算機から入力する方法により申請等を行わなければならない。 

４ 数通の同一の書面等の提出を必要とする申請等について、第２項の規定により電子情報

処理組織を使用して申請等が行われた場合には、当該申請等に必要な数の書面等が提出さ

れたものとみなす。 

（追加〔令和５年規則97号〕） 

（市長が行う電磁的記録による縦覧等の方法） 

第34条 条例第15条の規則で定める方法は、電磁的記録に記録されている事項をインター

ネットを利用して縦覧又は閲覧に供する方法、市長に置かれる機関の事務所に備え置く電

子計算機の映像面に表示する方法又は当該事項を記載した書類を市長に置かれる機関の

事務所に備え置く方法とする。 

（一部改正〔令和５年規則97号〕） 

（特定非営利活動法人が行う電磁的記録による備置きの方法） 

第35条 条例第16条第２項の規則で定める方法は、次に掲げる方法のいずれかとする。 

(1) 作成された電磁的記録を特定非営利活動法人の使用に係る電子計算機に備えられた

ファイル又は磁気ディスク等をもって調製するファイルにより備え置く方法 

(2) 書面に記載されている事項をスキャナ（これに準ずる画像読取装置を含む。）によ

り読み取ってできた電磁的記録を特定非営利活動法人の使用に係る電子計算機に備え

られたファイル又は磁気ディスク等をもって調製するファイルにより備え置く方法 

２ 特定非営利活動法人は、前項の規定により電磁的記録の備置きを行う場合は、必要に応

じ電磁的記録に記録された事項を出力することにより、直ちに明瞭かつ整然とした形式で

使用に係る電子計算機その他の機器に表示し、及び書面を作成することができるようにし

なければならない。 

（一部改正〔令和５年規則97号〕） 

（特定非営利活動法人が行う電磁的記録による作成の方法） 

第36条 条例第17条第２項の規則で定める方法は、特定非営利活動法人の使用に係る電子

計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスク等をもって調製する方法

とする。 
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（一部改正〔令和５年規則97号〕） 

（特定非営利活動法人が行う電磁的記録による閲覧の方法） 

第37条 条例第18条第２項の規則で定める方法は、電磁的記録に記録されている事項を特

定非営利活動法人の事務所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法又は当該事項

を記載した書類を特定非営利活動法人の事務所に備え置く方法とする。 

（一部改正〔令和５年規則97号〕） 

（用紙の規格） 

第38条 法、条例又はこの規則の規定により市長に提出する書類は、日本産業規格A列４番

の用紙を使用するものとする。ただし、官公署が発給するものについては、この限りでな

い。 

（一部改正〔令和元年規則16号・５年97号〕） 

（その他） 

第39条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

（一部改正〔令和５年規則97号〕） 

附 則 

この規則は、平成24年４月１日から施行する。 

附 則（平成27年３月20日規則第40号） 

この規則は、平成27年４月１日から施行する。 

附 則（平成28年３月31日規則第104号） 

この規則は、平成28年４月１日から施行する。 

附 則（平成29年３月31日規則第52号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成29年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際現にこの規則による改正前のさいたま市特定非営利活動促進法施

行細則の規定により作成されている様式については、当分の間、適宜修正の上使用するこ

とができる。 

附 則（令和元年６月14日規則第16号） 

この規則は、令和元年７月１日から施行する。ただし、第22条の改正は、公布の日から

施行する。 

附 則（令和３年３月31日規則第32号） 
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（施行期日） 

１ この規則は、令和３年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定により作成されている

様式については、当分の間、使用することができる。 

附 則（令和３年６月７日規則第60号） 

この規則は、令和３年６月９日から施行する。 

附 則（令和５年11月28日規則第97号） 

（施行期日） 

１ この規則は、令和５年12月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際現にこの規則による改正前のさいたま市特定非営利活動促進法施

行細則の規定により作成されている様式については、当分の間、使用することができる。 
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様式第１号（第２条関係） 

（一部改正〔令和３年規則32号・５年97号〕） 

様式第２号（第３条関係） 

様式第３号（第３条関係） 

（一部改正〔平成28年規則104号〕） 

様式第４号（第４条、第17条関係） 

（一部改正〔令和５年規則97号〕） 

様式第５号（第５条関係） 

（一部改正〔令和５年規則97号〕） 

様式第６号（第６条関係）（表） 

（一部改正〔令和５年規則97号〕） 

様式第６号（第６条関係）（裏） 

（一部改正〔平成29年規則52号・令和５年97号〕） 

様式第７号（第７条関係） 

様式第８号（第７条関係） 

（一部改正〔平成28年規則104号〕） 

様式第９号（第８条関係） 

（一部改正〔令和５年規則97号〕） 

様式第10号（第９条関係） 

（一部改正〔令和５年規則97号〕） 

様式第11号（第10条関係） 

（一部改正〔令和５年規則97号〕） 

様式第12号（第11条関係） 

（一部改正〔令和５年規則97号〕） 

様式第13号（第11条関係） 

様式第14号（第11条関係） 

（一部改正〔平成28年規則104号〕） 

様式第15号（第12条関係） 

（一部改正〔令和５年規則97号〕） 

様式第16号（第12条関係） 

（一部改正〔令和５年規則97号〕） 
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様式第17号（第13条関係） 

（一部改正〔令和５年規則97号〕） 

様式第18号（第13条関係） 

様式第19号（第13条関係） 

（一部改正〔平成28年規則104号〕） 

様式第20号（第14条関係） 

（一部改正〔令和５年規則97号〕） 

様式第21号（第15条関係） 

（一部改正〔令和５年規則97号〕） 

様式第22号（第16条関係） 

様式第23号（第16条関係） 

（一部改正〔平成28年規則104号〕） 

様式第24号（第18条関係） 

（一部改正〔平成29年規則52号・令和５年97号〕） 

様式第25号（第18条関係） 

（一部改正〔令和５年規則97号〕） 

様式第26号（第19条関係） 

様式第27号（第19条関係） 

（一部改正〔平成28年規則104号〕） 

様式第28号（第20条関係） 

様式第29号（第20条関係） 

（一部改正〔平成28年規則104号〕） 

様式第30号（第21条関係） 

（一部改正〔平成29年規則52号・令和５年97号〕） 

様式第31号（第22条関係） 

（一部改正〔平成29年規則52号・令和３年60号・５年97号〕） 

様式第32号（第22条関係） 

（一部改正〔平成29年規則52号・令和５年97号〕） 

様式第33号（第23条関係） 

（一部改正〔平成29年規則52号・令和５年97号〕） 

様式第34号（第24条関係） 
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（一部改正〔平成29年規則52号〕） 

様式第35号（第24条関係） 

（一部改正〔平成28年規則104号・29年52号〕） 

様式第36号（第25条関係） 

（一部改正〔平成29年規則52号・令和５年97号〕） 

様式第37号（第26条関係） 

（一部改正〔平成29年規則52号〕） 

様式第38号（第26条関係） 

（一部改正〔平成28年規則104号・29年52号〕） 

様式第39号（第26条関係） 

（一部改正〔平成29年規則52号〕） 

様式第40号（第26条関係） 

（一部改正〔平成28年規則104号・29年52号〕） 

様式第41号（第27条関係） 

（一部改正〔平成29年規則52号・令和５年97号〕） 

様式第42号（第28条関係） 

（一部改正〔平成28年規則104号・29年52号〕） 

様式第43号（第31条関係） 

（一部改正〔平成29年規則52号・令和３年60号・５年97号〕） 

様式第44号（第32条関係） 

（一部改正〔平成29年規則52号〕） 

 


